
『
回
顧
と
展
望
』

（二

O
一
年
の
歴
史
学
界

『小右記』こぼれ話

下
向
井
研
究
室
で
は
、
二

O
一
一
年
の
歴
史
学
界
を
総
括
す
る
『
回
顧
と
展
望
』

（
『
史
学
雑
誌
』
一
一
二
編
五
号
二

O
二
一
年
）
の
「
古
代
」
分
野
の
う
ち
、
「
平

安
中
・
後
期
」
部
分
を
担
当
し
た
。
文
学
研
究
科
西
別
府
元
日
氏
が
史
学
会
か
ら
請

け
負
っ
た
「
古
代
」
分
野
の
執
筆
を
関
係
者
で
分
担
す
る
な
か
で
、
下
向
井
・
斎
藤

は
商
別
府
氏
か
ら
「
摂
関
・
院
政
期
」
部
分
の
執
筆
を
依
頼
さ
れ
、
箇
別
府
氏
が
史

学
会
に
提
出
し
た
分
担
案
で
も
「
摂
関
・
院
政
期
」
と
し
て
あ
り
、
史
学
会
で
そ
の

案
は
了
承
さ
れ
て
い
た
。
最
終
段
階
ま
で
私
た
ち
も
史
学
会
編
集
部
も
下
向
井
・
斎

藤
の
担
当
分
野
は
「
摂
関
・
院
政
期
」
と
い
う
認
識
で
進
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、

初
校
校
正
終
了
後
、
編
集
部
よ
り
「
院
政
期
」
は
「
中
世
」
が
担
当
す
る
の
が
慣
例

で
あ
る
か
ら
院
政
期
部
分
の
論
文
二
二
編
を
削
除
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ
っ

た
。
そ
の
後
の
折
衝
を
通
し
て
、
「
摂
関
・
院
政
期
」
を
「
平
安
中
・
後
期
」
に
変
更

し
、
下
向
井
が
削
除
に
応
じ
る
と
回
答
し
た
六
一
編
の
削
除
だ
け
に
と
ど
め
る
こ
と
で
、

双
方
、
円
満
に
解
決
し
た
。

実
は
古
代
分
担
執
筆
者
間
で
も
、
全
体
の
紙
数
を
圧
縮
す
る
た
め
に
重
複
論
文
に

つ
い
て
調
整
が
な
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
が
取
り
上
げ
た
論
文
評
の
い
く
つ
か
を
す

で
に
削
除
し
て
い
た
。

そ
こ
で
せ
っ
か
く
読
書
会
・
大
学
院
演
習
で
、
構
成
員
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん

だ
軌
跡
を
埋
没
さ
せ
る
の
は
忍
び
な
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
、
削
除
さ
れ
た
論
文
評

を
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
紹
介
順
序
は
、
本
来
の
分
類
項
目
順
で
は
も
は

や
意
味
を
な
さ
な
い
か
ら
著
者
五
十
音
順
と
す
る
。
『
回
顧
と
展
望
』
（
平
安
中
＠
後

平
安
中
・
後
期
）

未
収
録
論
文
評

下
向
井
研
究
室

期
）
の
補
遺
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

O
井
上
一
稔
「
平
安
時
代
の
牛
頭
天
王
」
（
『
臼
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
二
九
）
は
、

十
世
紀
と
推
定
さ
れ
る
八
幡
市
男
山
善
法
律
寺
木
彫
像
を
一
二
世
紀
受
容
と
さ
れ
て

き
た
牛
頭
天
王
と
し
、
そ
の
受
容
年
代
が
九
世
紀
ま
で
遡
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

通
説
批
判
・
史
料
検
討
は
説
得
的
で
あ
る
。

O
大
島
創
「
天
皇
家
御
願
寺
仏
事
の
基
本
的
運
営
形
態
と
そ
の
確
立
時
期
｜
院
家
型

御
願
寺
を
中
心
に

i
」
角
錐
倉
遺
文
研
究
』
二
七
）
は
、
院
司
行
事
が
運
営
す
る
院

家
型
御
願
寺
仏
事
の
変
遷
に
つ
い
て
、
後
白
河
院
期
以
前
は
官
行
事
型
、
以
後
は
建

久
期
に
後
鳥
羽
天
皇
が
上
皇
追
善
御
八
講
・
修
二
会
を
官
行
事
型
と
し
た
も
の
の
院

家
型
が
定
着
し
、
後
嵯
峨
院
の
女
院
沙
汰
仏
事
へ
の
介
入
に
よ
り
院
家
型
は
崩
れ
た

と
す
る
。
政
治
状
況
と
の
関
係
は
示
唆
に
富
む
。

O
大
谷
久
美
子
「
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
平
徳
子
の
御
産
」
（
『
紫
苑
』
九
）
は
、

そ
の
と
き
「
天
台
座
主
」
が
修
し
た
「
変
成
男
子
の
法
」
は
烏
極
沙
摩
法
を
指
し
、

天
台
座
主
で
は
な
く
天
台
僧
円
雲
が
行
っ
た
と
す
る
。

O
大
塚
紀
弘
「
日
宋
交
流
し
乙
仏
牙
信
仰
」
（
『
日
本
歴
史
』
七
五
八
）
は
、
本
周
然
将
来

清
涼
寺
釈
迦
如
来
像
胎
内
「
仏
牙
」
か
ら
十
世
紀
に
北
宋
仏
牙
信
仰
が
伝
来
し
た
こ

と
、
浄
住
寺
仏
牙
に
つ
い
て
天
皇
家
に
よ
り
相
伝
秘
蔵
信
仰
さ
れ
た
妙
法
坊
将
来
仏

牙
が
鎌
倉
後
期
に
室
町
院
に
安
置
さ
れ
て
一
般
の
信
仰
を
集
め
伝
説
的
日
蔵
上
人
将

来
と
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
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O
木
村
英
一
「
新
日
吉
社
小
五
月
会
と
院
・
鎌
倉
幕
府
」
（
『
史
敏
』
九
）
は
、
開
会

が
院
H
王
家
家
長
主
催
行
事
で
あ
り
、
承
久
の
乱
後
、
家
長
基
盤
の
弱
い
後
堀
河
・

後
嵯
峨
が
正
当
性
喧
伝
の
た
め
復
興
し
、
鎌
倉
後
期
に
貴
族
・
近
衛
官
人
不
出
仕
と

寺
社
強
訴
の
た
め
退
転
し
た
と
す
る
。
王
家
家
長
論
で
は
乱
後
の
院
政
の
質
的
転
換

や
鎌
倉
後
期
の
両
統
迭
立
が
抜
け
落
ち
な
い
か
。

O
櫛
木
謙
周
「
ハ
ラ
エ
の
重
層
性
と
そ
の
歴
史
的
特
質
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
一
一
一

八
）
は
、
奈
良
平
安
時
代
を
貫
く
「
公
的
」
（
天
皇
へ
の
奉
仕
秩
序
）
ハ
ラ
エ
（
大

破
）
と
貴
族
庶
民
の
私
的
（
家
）
ハ
ラ
エ
の
重
層
性
を
確
認
す
る
。
論
旨
と
は
外
れ

る
が
摂
関
期
研
究
者
と
は
違
う
「
公
的
」
「
私
的
」
観
に
親
近
感
を
覚
え
た
。

O
古
藤
真
平
「
『
政
事
要
略
』
阿
衡
事
所
引
の
『
宇
多
天
皇
御
記
』
」
〈
『
日
本
研
究
』

四
四
）
は
所
引
記
事
を
読
解
し
な
が
ら
阿
衡
事
件
の
経
過
を
た
ど
る
。
『
大
日
本
史

料
』
以
来
六
月
三
日
条
の
誤
写
と
み
て
通
説
形
成
さ
れ
て
き
た
末
尾
十
一
月
三
日
条

を
、
六
月
に
基
経
に
屈
服
し
た
こ
と
を
後
悔
す
る
宇
多
が
同
日
に
記
し
た
と
み
る
と

基
経
を
諌
言
す
る
十
一
月
の
道
真
書
状
が
生
き
る
、
と
す
る
。

O
佐
藤
雄
基
「
中
世
前
期
の
勘
状
と
裁
許
」
（
『
日
本
史
研
究
』
五
九
二
）
、
岡
「
日

本
中
世
に
お
け
る
起
詩
文
の
機
能
論
的
研
究
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
二

O
l
一
一
）
が

力
作
。
前
者
は
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
前
期
、
朝
廷
・
幕
府
と
も
に
勘
文
・
勘
状
が
裁

許
状
か
ら
自
立
的
に
機
能
し
て
外
部
介
入
を
許
容
し
た
が
、
幕
府
で
は
嘉
禄
元
年
評

定
衆
設
置
を
契
機
に
幕
府
裁
許
状
と
勘
状
を
一
体
化
さ
せ
て
外
部
介
入
を
阻
止
し
裁

許
の
公
正
化
を
目
指
し
、
朝
廷
で
は
後
嵯
峨
院
政
期
に
院
評
定
制
を
整
備
し
「
起

請
」
に
よ
る
審
理
公
正
化
を
は
か
っ
た
と
す
る
。
後
者
は
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
で
の

起
請
文
利
用
を
院
政
期
本
所
法
で
の
そ
れ
を
継
受
・
整
備
し
た
も
の
で
、
元
来
起
請

文
を
用
い
な
か
っ
た
公
家
政
権
に
も
浸
透
し
て
い
っ
た
と
す
る
。
し
か
し
公
正
判
決

導
出
根
拠
の
律
令
引
用
と
公
正
裁
許
誓
約
の
「
起
請
」
を
対
比
し
た
り
（
対
比
す
べ

き
は
「
道
理
」
）
、
当
事
者
側
起
請
と
裁
定
者
側
起
請
を
同
列
に
論
じ
る
点
は
疑
問
。

ま
た
鎌
倉
期
朝
廷
訴
訟
の
「
起
請
」
は
摂
関
期
公
卿
起
請
が
淵
源
か
。

O
菅
原
嘉
孝
「
七
月
七
日
七
夕
（
乞
巧
集
）
に
つ
い
て
」
〈
『
史
豪
』
四
四
）
は
、
女

第 4号史人

性
が
裁
髄
上
達
を
願
う
中
国
の
民
間
儀
礼
が
日
本
に
伝
来
し
’
平
安
後
期
に
宮
廷
貴
族

社
会
の
儀
礼
へ
と
変
質
す
る
と
述
べ
る
。

O
鈴
木
琢
郎
「
防
鴨
河
使
試
論
」
（
『
福
大
史
学
』
八
一
）
は
、
「
損
色
申
上
」
は
公

卿
巡
検
で
行
い
防
鴨
河
使
の
職
掌
で
は
な
い
と
す
る
が
、
『
西
宮
記
』
記
事
は
「
使
申

：
損
色
、
築
、
覆
勘
」
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
公
卿
巡
検
は
遊
興
的
で
実
質
は
防
鴨

河
使
。
検
非
違
使
兼
任
は
路
橋
保
全
機
能
の
延
長
で
キ
ヨ
メ
に
限
定
さ
れ
な
い
。

O
中
野
渡
俊
治
「
古
代
日
本
に
お
け
る
公
卿
上
表
と
皇
位
」
（
『
史
学
』
八

O
！
こ

が
、
公
卿
上
表
H
合
意
形
成
を
必
要
と
し
た
皇
位
継
承
が
十
世
紀
を
画
期
に
安
定
化

し
た
こ
と
に
よ
り
上
表
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
と
す
る
。

O
長
村
祥
知
「
木
曾
義
仲
の
畿
内
近
国
支
配
と
王
朝
権
威
」
（
『
古
代
文
化
』
六
三

i

一
）
は
、
王
朝
権
威
を
背
景
に
畿
内
近
国
武
士
を
糾
合
す
る
と
い
う
政
権
構
想
で
行

動
し
た
義
仲
だ
が
、
畿
内
近
国
基
盤
の
京
武
者
と
対
立
し
た
の
で
畿
内
在
地
領
主
の

荘
園
押
領
を
停
止
で
き
ず
、
権
問
に
見
限
ら
れ
た
と
す
る
。
義
仲
に
政
権
構
想
が
あ

っ
た
の
か
根
本
的
に
疑
問
。

O
野
口
実
「
源
平
内
乱
期
に
お
け
る
「
甲
斐
源
氏
」
の
再
評
価
」
（
佐
伯
真
一
編
『
中

世
の
軍
記
物
語
と
歴
史
叙
述
』
）
は
、
甲
斐
源
氏
は
内
乱
期
に
地
滅
的
軍
事
権
力
を
樹

立
し
て
頼
朝
か
ら
自
立
し
た
活
動
を
し
て
い
た
が
内
部
対
立
に
よ
っ
て
頼
朝
に
分
断

さ
れ
、
そ
の
統
制
下
に
入
っ
た
と
す
る
。

O
虞
木
隆
行
「
永
久
元
年
の
真
言
宗
阿
闇
梨
と
東
寺
定
額
僧
」
（
東
寺
文
書
研
究
会
編

『
東
寺
文
書
と
中
世
の
諸
相
』
）
は
永
久
元
年
の
東
寺
長
者
寛
助
等
賀
表
の
連
署
予
定

者
が
東
寺
長
者
寛
助
の
引
率
僧
侶
群
で
あ
り
、
東
寺
僧
以
外
に
広
沢
流
一
門
・
尊
勝

寺
・
法
勝
寺
・
仁
和
寺
の
他
寺
阿
闇
梨
が
含
ま
れ
て
い
た
と
す
る
。

O
南
か
お
り
「
御
霊
信
仰
の
成
立
と
展
開
」
（
『
皇
泉
館
史
学
』
二
六
）
は
、
貞
観
五

年
の
御
霊
会
以
降
も
御
霊
会
は
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
と
し
、
八
所
御
霊
の
「
吉
備

聖
霊
」
は
士
口
備
真
備
で
な
く
吉
備
内
親
王
で
あ
り
、
「
火
雷
天
神
」
は
菅
原
道
真
で
あ

る
と
す
る
。

O
渡
辺
あ
ゆ
み
「
『
御
遊
抄
』
の
史
料
的
性
格
」
（
『
芸
能
史
研
究
』
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九
三
）
は
、



家
業
伝
承
目
的
の
編
纂
者
綾
小
路
有
俊
と
自
流
功
績
確
認
目
的
の
書
写
者
中
御
門
宗

綱
の
目
的
の
違
い
に
よ
る
出
典
省
略
な
ど
の
可
能
性
、
引
用
記
事
当
時
と
編
纂
時
の

「
榔
遊
」
概
念
の
違
い
な
ど
を
指
摘
す
る
。

回顧と展望補遺（下向井研究室）

（
付
記
）
『
回
顧
と
展
望
』
分
担
記
事
お
よ
び
本
稿
は
、
下
向
井
研
究
室
読
書
会
お

よ
び
大
学
院
演
習
で
の
発
表
・
討
論
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。
参
加
者
は
執
筆
者
を

除
き
、
鈴
木
理
恵
・
江
間
さ
や
か
・
大
田
黒
綾
奈
・
瀬
戸
口
仁
・
湯
木
智
也
・
奥
忠

直
・
妹
尾
岳
彦
・
堀
陵
博
・
弘
胤
佑
の
各
氏
で
あ
る
。

『
回
顧
と
展
望
』
お
よ
び
本
稿
の
お
よ
そ
半
数
は
、
読
書
会
・
演
習
で
発
表
者
が

用
意
し
た
要
約
レ
ジ
ュ
メ
と
討
論
後
に
作
成
し
た
一

O
行
前
後
の
要
旨
・
批
評
を
も

と
に
、
残
る
お
よ
そ
半
数
は
執
筆
者
四
人
が
分
担
し
て
作
成
し
た
要
旨
・
批
評
を
も

と
に
、
下
向
井
が
執
筆
し
た
原
案
を
、
執
筆
者
四
名
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
完
成
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
。

『
回
顧
と
展
望
』
論
文
要
旨
作
成
者
一
覧

下
向
井
龍
彦

生
島
修
平
「
平
安
貴
族
の
法
規
程
遵
守
意
識
の
諸
相
l
都
市
維
持
管
理
を
中
心
と

し
て
l
」

（

『

国

史

学

』

二

O
四）

磐

下

徹

「

年

官

ノ

！

ト

」

（

『

日

本

研

究

』

四

四

）

上
野
勝
之
「
古
記
録
に
お
け
る
宗
教
習
俗
の
記
載
」
（
『
日
本
研
究
』
四
四
）

梅
村
喬
「
三
滞
家
所
蔵
法
隆
寺
文
書
か
ら
見
た
寺
辺
所
領
の
経
営
」

（
『
枚
方
市
史
年
報
』
一
四
）

岡
野
浩
二
「
常
陸
国
東
城
寺
と
最
仙
・
広
智
に
関
す
る
考
察
」

（
『
土
浦
市
立
博
物
館
紀
要
』
一
一
一
）

小
原
嘉
記
「
中
世
初
期
の
地
方
支
配
と
園
衛
官
人
編
成
」

（
『
日
本
史
研
究
』
五
八
二
）

大
日
方
克
己
「
九
条
家
本
延
喜
式
紙
背
の
国
街
関
係
文
書
と
国
司
」

苅
米

（
『
社
会
文
化
論
集
〈
島
根
大
法
文
紀
要
〉
』
七
）

一
士
山
「
中
世
初
期
に
お
け
る
備
前
国
衝
と
天
台
寺
院
1
播
磨
固
と
の
比
較
に

お
い
て

l
」

（

『

吉

備

地

方

文

化

研

究

』

一

一

一

）

康
「
鎌
倉
幕
府
の
草
創
神
話
」
（
『
季
刊
東
北
学
』
二
七
）

謙
周
「
ハ
ラ
エ
の
重
層
性
と
そ
の
歴
史
的
特
質
」

（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
二
八
）

一
宏
「
藤
原
行
成
『
権
記
』
に
見
え
る
配
偶
者
表
記
に
つ
い
て
」

（
『
日
本
歴
史
』
七
六
三
）

真
平
「
『
政
事
要
略
』
阿
衡
事
所
引
の
『
宇
多
天
皇
御
記
』
」

（
『
日
本
研
究
』
四
四
）

櫛川
木合

倉
本

古
藤

佐
々
木
恵
介
「
任
官
申
請
文
書
の
類
型
と
そ
の
系
譜
」

（
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
一
一
六
）

佐
藤
雄
基
「
中
世
前
期
の
勘
状
と
裁
許
」
（
『
日
本
史
研
究
』
五
九
二
）

佐
藤
雄
基
「
日
本
中
世
に
お
け
る
起
請
文
の
機
能
論
的
研
究
」

（
『
史
学
雑
誌
』
二
一

O
l
一一）

志
村
佳
名
子
「
日
本
古
代
の
宮
廷
儀
礼
に
お
け
る
雅
楽
寮
の
機
能
」

（
『
日
本
古
代
学
（
明
大
）
』
一
二
）

剛
「
『
年
中
行
事
絵
巻
』
巻
一
五
「
摂
関
賀
茂
詣
」
の
公
卿
行
列
に
つ
い
て
」

〈
『
日
本
古
代
学
（
明
大
）
』
三
）

貞
美
「
『
日
記
』
お
よ
び
『
日
記
文
学
』
概
念
を
め
ぐ
る
覚
書
」

（
『
日
本
研
究
』
四
四
）

琢
郎
「
防
鴨
河
使
試
論
・
検
非
違
使
研
究
の
一
環
と
し
て
ご

（
『
福
大
史
学
』
八
二

浩
「
平
安
時
代
中
期
の
地
方
軍
制
」
（
『
古
代
文
化
』
六
二
！
四
）

浩
「
押
領
使
・
迫
捕
使
関
係
史
料
の
一
考
察
」

（
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
（
人
文
学
科
）
』
三

O
）

「
『
失
符
』
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
『
日
本
古
代
学
』
一
ニ
）
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日
隈

正
守
「
八
幡
正
宮
（
大
隅
国
正
八
幡
宮
）
石
体
事
件
の
歴
史
的
意
味
に
関
す

る

一

考

察

」

（

紀

要

〈

鹿

児

島

大

・

教

〉

六

二

）

山
下
信
一
郎
「
儀
式
の
場
と
し
て
の
庭
園

i
内
裏
花
宴
及
び
行
幸
儀
礼
よ
り
み
た

i
」

（
『
奈
良
文
化
財
研
究
所
紀
要
』
八
六
）

裕
「
『
御
堂
関
白
記
全
註
釈
』
完
結
に
つ
い
て
」

（
『
古
代
文
化
』
六
三
！
こ

信
吉
「
詔
書
と
宣
旨
一
女
院
号
の
宣
下
を
め
ぐ
っ
て

l
」

（
『
日
本
歴
史
』
七
五
八
）

（
『
史
人
』
一
二
）

山
中

山
本

池鷲 I度
田藤漫

2 0 1 2 

誠
「
大
医
大
饗
沿
革
考
」

拓
海

陽
平
「
天
台
座
主
の
任
命
原
則
と
圏
域
寺
戒
壇
問
題
」

（
『
政
治
経
済
史
学
』
五
三
五
・
五
三
六
）

陽
平
「
延
暦
寺
山
王
院
と
円
珍
門
徒
」
（
『
国
史
学
』
二

O
四）

溜
美
「
院
政
期
の
王
家
と
武
士
｜
院
と
武
士
の
関
係
か
ら

l
」

（
『
歴
史
評
論
』
七
三
六
）

幸
治
「
平
安
時
代
中
後
期
に
お
け
る
文
殿
に
つ
い
て

l
院
文
殿
と
摂
関
家
の

文
殿
1
」

（

『

京

都

市

歴

史

資

料

館

紀

』

一

一

三

）

徹

「

年

官

ノ

！

ト

」

（

『

日

本

研

究

』

四

四

）

享
「
日
本
中
世
社
会
の
形
成
・
展
開
と
修
正
会
・
修
二
会
一
講
経
法
会
と

の
対
比
か
ら
l
」

（

『

芸

能

史

研

究

』

一

九

二

）

遠
藤
祐
太
郎
「
前
九
年
合
戦
に
お
け
る
安
倍
正
任
の
「
秋
地
」
逃
亡
に
つ
い
て
」

（
『
法
政
史
論
』
三
八
）

遠
藤
基
郎
「
院
政
期
「
王
家
」
論
と
い
う
構
え
」
（
『
歴
史
評
論
』
七
三
六
）

大
島
創
「
天
皇
家
御
願
寺
仏
事
の
基
本
的
運
営
形
態
と
そ
の
確
立
時
期
1

院
家

型
御
願
寺
を
中
心
に
｜
」
（
町
鎌
倉
遺
文
研
究
』
二
七
）

大
谷
久
美
子
「
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
平
徳
子
の
御
産
」
（
『
紫
苑
』
九
）

喜
多
泰
史
「
保
元
元
年
新
制
の
古
文
書
学
的
検
討
」
（
『
古
文
書
研
究
』
七
二
）

第 4号

伊池
藤田

史人

井
上

上磐
島下

木
村
英
一
「
新
日
吉
社
小
五
月
会
と
院
・
鎌
倉
幕
府
」

栗
村
亜
矢
「
『
平
家
物
語
』
の
『
不
思
議
』
考
」

近
藤
み
ゆ
き
「
寛
弘
期
に
お
け
る
聖
徳
太
子
伝
受
容
の
一
様
相
」

（
『
国
語
と
国
文
学
』
八
八
1

一一）

史
子
「
『
四
天
王
寺
縁
起
』
と
「
聖
徳
太
子
未
来
記
」
」（

『
変
貌
す
る
聖
徳
太
子
』
）

史
子
「
『
天
王
寺
秘
決
』
の
成
立
と
『
太
子
伝
古
今
目
録
抄
』
へ
の
展
開
」

（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
二
四
）

（
『
史
敏
』
九
）

（
『
紫
苑
』
九
〉

榊
原

榊
原

佐
藤

異
人
「
平
安
朝
文
学
に
見
る
神
仏
隔
離
」

（
『
国
文
学
一
解
釈
と
観
賞
』
七
六

1
八）

雄
基
「
中
世
前
期
の
勘
状
と
裁
許
」
（
『
日
本
史
研
究
』
五
九
二
）

信
一
「
流
行
神
と
平
安
京
の
庶
民
た
ち
｜
王
朝
民
俗
学
の
可
能
性

l
」

（
『
歴
史
と
民
俗
』
二
七
）

琢
郎
『
防
鴨
河
使
論
・
検
非
違
使
研
究
の
一
環
と
し
て

ι〈
『
福
大
史
学
』
八
一
〉

敬
明
「
真
福
寺
大
須
文
庫
所
蔵
『
中
堂
児
師
作
法
』
考
」

（
『
芸
能
史
研
究
』
一
九
二
）

祥
知
「
木
曾
義
仲
の
畿
内
近
国
支
配
と
王
朝
権
威
」（

『
古
代
文
化
』
六
三

i

ニ

実
「
源
平
内
乱
期
に
お
け
る
『
甲
斐
源
氏
』
の
再
評
価
」

（
佐
伯
真
一
編
『
中
世
の
軍
記
物
語
と
歴
史
叙
述
』
四
）

早
苗
「
『
新
猿
楽
記
』
と
貴
族
層
の
宴
と
雑
芸
」

（
『
国
文
学
一
解
釈
と
観
賞
』
七
六

l
八）

樋
口
健
太
郎
「
藤
氏
長
者
宣
下
の
再
検
討
」
（
『
古
代
文
化
』
六
一
ニ

1
2
一）

日
隈
正
守
「
八
幡
正
宮
（
大
隅
国
正
八
幡
宮
）
石
体
事
件
の
歴
史
的
意
味
に
関
す

る
一
考
察
」
（
『
鹿
児
島
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
』
六
二
）

智
幸
「
藤
原
実
方
の
陸
奥
守
補
佐
1
十
世
紀
末
の
小
一
条
家
に
関
す
る
一
考

繁佐
回藤
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察

！

」

（

『

古

代

文

化

』

六

三

i
一）

隆
行
「
永
久
元
年
の
真
言
宗
阿
闇
梨
と
東
寺
定
額
僧
」

（
東
寺
文
書
研
究
会
編
『
東
寺
文
書
と
中
世
の
諸
相
』
）

室
野
秀
文
「
安
倍
氏
の
拠
点
鳥
海
柵
の
構
造
l
柵
の
範
囲
と
遺
跡
の
範
囲
l
」

（
『
岩
手
史
学
研
究
』
九
二
）

滋
「
受
領
像
の
形
成
過
程
！
藤
原
陳
忠
の
事
例
を
中
心
と
し
て
l
」

（
『
日
本
古
代
学
（
明
大
）
三
）

糞
木

渡
辺

回顧と展望補遺（下向井研究室）

山
本
佳
奈

小
野
泰
央
「
『
後
二
条
師
通
記
』
に
見
ら
れ
る
漢
籍
依
拠
」

（
『
東
洋
文
化
』

賞
三
「
先
例
と
時
代
区
分
i
『
台
記
』
に
い
た
る
ま
で

l
」

一O
七）

坂
本

〈
『
史
人
』
一
ニ
）

佐
々
木
宗
雄
「
律
令
国
家
機
構
・
内
廷
と
そ
の
転
換
」
（
『
日
本
古
代
国
制
史
論
』
）

佐
藤
早
紀
子
「
平
安
中
期
の
雑
抱
勅
許
」
（
『
史
林
』
九
四
！
コ
一
）

佐
藤
雄
基
「
日
本
中
世
に
お
け
る
起
請
文
の
機
能
論
的
研
究
」

（
『
史
学
雑
誌
』

一二

O
i
一一）

直
樹
「
皇
内
裏
一
条
院
の
沿
革
と
構
成
」

（
『
書
陵
部
紀
要
』
六
二
、
二

O
一
O
年）

中
野
渡
俊
治
「
古
代
日
本
に
お
け
る
公
卿
上
表
と
皇
位
」
｛
『
史
学
』
八

O
i

ニ

細
井
浩
士
山
「
平
安
貴
族
の
遅
刻
に
つ
い
て
｜
摂
関
期
を
中
心
に
｜
」

（
『
時
間
学
研
究
』
四
）

（
『
皇
皐
館
史
学
』
二
六
）

詫
間

南
か
お
り
「
御
霊
信
仰
の
成
立
と
展
開
』

芳
之
内
圭
「
平
安
時
代
の
内
竪
所
｜
職
掌
を
中
心
に

l
」（

『
古
代
文
化
』
六
三
l
一）

（
『
芸
能
史
研
究
』
一
九
一
二
）

渡
辺
あ
ゆ
み
「
『
御
遊
抄
』
の
史
料
的
性
格
」

尻
池
由
佳

生
島
修
平
「
平
安
京
に
お
け
る
消
化
活
動
と
住
人
紐
帯
の
諸
相
」

（
『
年
報
都
市
史
研
究
』

岩
田
真
由
子
「
平
安
中
・
後
期
の
母
后
の
役
割
と
そ
の
変
質
」（

『
古
代
文
化
』
六
二

l
四）

木
本
久
子
「
藤
原
頼
通
と
『
親
々
を
・
（
『
奈
良
史
学
』
二
八
）

佐
伯
智
広
「
中
世
前
期
の
王
家
と
家
長
」
（
『
歴
史
評
論
』
七
三
六
）

野
口
華
枇
「
内
親
王
女
院
と
王
家
」
（
『
歴
史
評
論
』
七
三
六
）

樋
口
健
太
郎
「
白
河
院
政
期
の
王
家
と
摂
関
家

l
王
家
の
「
自
立
」
再
考

i
」

（
『
歴
史
評
論
』
七
三
六
）

政
彦
「
貴
族
観
人
の
「
夜
」
の
活
動

l
長
保
二
年
に
お
け
る
藤
原
行
成
の
活
動

l
」

（
『
古
代
文
化
』
六
三
l
一一）

早
苗
「
宗
忠
と
忠
通
｜
「
中
右
記
部
類
」
に
見
え
る
「
法
性
寺
関
白
記
」
｜
」

（
『
日
本
歴
史
』
七
五
九
）

一八）

安
田

吉
田

江
間
さ
や
か
（
東
洋
史
白
須
ゼ
ミ
博
士
課
程
後
期
二
年
）

大
塚
紀
弘
「
日
宋
交
流
と
仏
牙
信
仰
」
（
『
日
本
歴
史
』
七
五
八
）

斎
藤
拓
海
「
摂
関
期
の
近
衛
府
府
務
運
営
と
下
級
官
人
｜
右
近
衛
府
年
預
将
曹
紀

正
方
を
中
心
に

l
」

（

『

史

人

』

三

）

津
田
裕
子
「
藤
原
実
資
の
小
野
宮
第
伝
領
に
つ
い
て
｜
平
安
貴
族
社
会
に
お
け
る

養
子
と
財
産
継
承
｜
」
（
『
日
本
史
研
究
』
五
八
六
）

大
田
黒
綾
奈
（
東
洋
史
白
須
ゼ
ミ
博
士
課
程
前
期
一
年
）

斎
藤
拓
海
「
近
衛
府
と
競
馬
」
（
『
広
島
大
学
文
学
研
究
科
論
集
』
七
一
）

菅
原
嘉
孝
「
七
月
七
日
七
夕
〈
乞
巧
実
）
に
つ
い
て
」
〈
『
史
衆
』
四
四
）

嘗
麻
良
子
「
平
安
貴
族
と
「
稲
荷
」
を
結
ぶ
も
の

l
和
歌
を
手
が
か
り
と
し
て
l
」

｛
『
朱
』
五
四
）

古
屋
沙
希
「
婚
姻
儀
礼
に
お
け
る
「
火
移
し
」
と
移
徒
儀
礼
｜
｜
平
安
時
代
中
・

後

期

を

中

心

と

し

て

」

（

『

日

本

歴

史

』

七

六

O
）

顕
戸
口
仁
（
日
本
近
世
近
代
史
三
宅
ゼ
ミ
博
士
課
程
前
期
一
年
）

井
上
一
稔
「
平
安
時
代
の
牛
頭
天
王
」
『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
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下
向
井
龍
彦
コ
腰
縄
と
面
縛
」
補
遺
」

尻
池
由
佳
「
儀
礼
構
成
と
準
備
運
営
か
ら
み
た
『
宇
治
入
り
』
」

（
『
古
代
文
化
』
六
一
二

1
一二）

湯
木
智
也
〈
日
本
近
世
近
代
史
三
宅
ゼ
ミ
博
士
課
程
前
期
一
年
〉

鎌
倉
佐
保
ご
二
世
紀
に
お
け
る
熊
谷
市
周
辺
の
武
士
の
所
領
形
成
中
条
氏

・
成
田
氏
を
中
心
に

l
」

（

『

熊

谷

市

史

研

究

』

一

二

）

浩
「
平
安
時
代
中
期
の
地
方
軍
制
」
（
『
古
代
文
化
』
六
二

i
四）

孝
子
「
『
殿
』
と
呼
ぶ
心
性

i
平
安
貴
族
社
会
の
邸
宅
表
記
｜
」

（
『
日
本
歴
史
』
七
六
二
）

（
『
史
人
』
三
）

野寺
口内

2 0 1 2 

『
小
右
記
』

こ
ぼ
れ
話

第 4号史人

議
所
に
内
竪
所
簡
を
立
つ

i
内
竪
所
公
卿
別
当
が
内
竪
所
簡
に
加
署
す
る
こ
と
の
意
味
1

下
向
井
龍
彦

は
じ
め
に

二
O
二
一
年
六
月
一
六
日
（
土
）
の
中
国
新
聞
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
「
『
源
氏
物
語
』
の

舞
台
裏
l
藤
原
案
資
『
小
右
記
』
を
読
む

l
」
で
読
ん
だ
『
小
右
記
』
長
和
五
年

（一

O
一
六
）
正
月
十
日
条
に
、

擬
一
一
議

A
依
二
除
目
二
破
二
物
忌
一
参
内
、
未
刻
、
伎
座
有
レ
饗
、
所
一
耳
立
一
一
内
竪
所
簡
一
、

置
一
一
管
書
一
、
右
大
臣
及
諸
卿
着
ニ
伎
座
一
、

と
い
う
記
事
が
あ
っ
た
。
記
主
藤
原
実
資
は
、
と
き
に
六

O
歳
、
正
二
位
、
大
納
言

右
近
衛
大
将
で
あ
っ
た
。
天
皇
は
譲
位
直
前
の
三
条
天
皇
（
二
十
四
日
に
譲
位
）
、

藤
原
道
長
は
前
年
十
月
二
十
七
日
に
准
摂
政
に
補
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
記
事
の
意
味

を
と
っ
て
い
こ
う
。

正
月
十
日
、
昨
日
と
今
日
は
閉
門
す
る
必
要
の
な
い
ほ
ど
の
軽
い
物
忌
で
あ
る

か
ら
（
L
、
除
目
初
日
な
の
で
物
忌
を
破
っ
て
里
内
裏
枇
杷
殿
に
参
内
し
た
。
未

刻
（
午
後
一
時

1
三
時
）
だ
っ
た
。
陣
座
（
東
対
南
庇
（
2

）
）
に
は
侍
従
厨
が
用

意
し
た
酒
肴
が
配
膳
さ
れ
て
い
た
（
3

百
本
来
の
内
裏
な
ら
議
所
で
準
備
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
枇
杷
殿
で
は
議
所
と
し
て
使
う
空
間
が
な
い
の
で
、
陣
座
を

議
所
に
擬
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
陣
座
に
は
「
内
竪
所
簡
」
が
立
て
て
あ
り
、

大
臣
の
座
の
南
辺
に
除
目
で
使
う
宮
文
・
硯
な
ど
が
置
か
れ
で
あ
っ
た
。
右
大

臣
藤
原
顕
光
以
下
公
卿
が
陣
座
に
着
座
し
た
。

こ
の
の
ち
公
卿
ら
は
准
摂
政
道
長
の
直
濯
に
移
動
し
て
除
目
初
日
が
始
ま
る
の
で

あ
っ
た
。

こ
こ
に
み
え
る
「
内
繋
所
簡
」
と
は
何
か
、
議
所
に
内
竪
所
衡
を
立
て
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
が
小
論
の
課
題
で
あ
る
。
除
目
や
内
竪
所
に
つ
い
て
検
討
し

た
こ
と
が
あ
る
人
に
と
っ
て
は
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
に
は
講
義
前
夜

の
簡
単
な
下
調
べ
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
カ
ル
チ
ャ
ー
教
室
の
生
徒
さ
ん
た

ち
に
う
ま
く
説
明
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
少
し
踏
み
込
ん
で
調
べ
直
し
て
、
翌
週
に

補
足
説
明
し
た
。
小
論
は
そ
の
補
足
説
明
を
さ
ら
に
補
充
し
て
仕
上
げ
た
「
こ
ぼ
れ

話
」
で
あ
る
。

( 103 ) 

一
肉
聾
所
簡
と
は
何
か
そ
の
事
例
と
三
つ
の
可
能
性

内
寝
所
衡
に
つ
い
て
、
古
記
録
や
儀
式
蓄
の
事
例
を
い
く
つ
か
並
べ
て
み
よ
う
。


